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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の蓄電機構から電力の供給を受けて駆動することにより、電圧を変換する変換器を
介して前記第１の蓄電機構に電力を供給するように前記第１の蓄電機構と接続された第２
の蓄電機構を冷却する冷却風を発生する冷却ファンの制御装置であって、
　前記冷却ファンの回転数を制御するための制御手段と、
　前記第１の蓄電機構の電圧を検知するための検知手段と、
　前記第１の蓄電機構の電圧が低いほど、前記冷却ファンの回転数を変化させるための制
御値を高く設定するための設定手段とを含み、
　前記制御手段は、前記制御値が高いほど前記冷却ファンの回転数が増大するように制御
し、
　前記冷却ファンの回転数は、前記制御値が同じである場合、前記第１の蓄電装置の電圧
が高いほど大きくなる、冷却ファンの制御装置。
【請求項２】
　前記第１の蓄電機構の電圧は、前記第２の蓄電機構の電圧よりも低い、請求項１に記載
の冷却ファンの制御装置。
【請求項３】
　前記設定手段は、前記第１の蓄電機構の電圧に応じた制御値を設定することに加えて、
前記第２の蓄電機構の残存容量が高いほど、前記冷却ファンの回転数がより高くなるよう
に、制御値を設定するための手段を含む、請求項１または２に記載の冷却ファンの制御装
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置。
【請求項４】
　前記設定手段は、前記第１の蓄電機構の電圧に応じた制御値を設定することに加えて、
前記第２の蓄電機構からの入出力電流が高いほど、前記冷却ファンの回転数がより高くな
るように、制御値を設定するための手段を含む、請求項１または２に記載の冷却ファンの
制御装置。
【請求項５】
　前記設定手段は、前記第１の蓄電機構の電圧に応じた制御値を設定することに加えて、
前記第２の蓄電機構の温度と前記冷却ファンにより送風される冷却風の温度との差が小さ
いほど、前記冷却ファンの回転数がより高くなるように、制御値を設定するための手段を
含む、請求項１または２に記載の冷却ファンの制御装置。
【請求項６】
　前記制御装置は、前記第１の蓄電機構の電圧が高いほど、制御値の下限値を低く設定す
るための手段をさらに含む、請求項１～５のいずれかに記載の冷却ファンの制御装置。
【請求項７】
　前記制御装置は、
　前記冷却ファンが予め定められた運転状態になるように、前記冷却ファンの運転状態に
基づいたフィードバック制御により、制御値を補正するための補正手段と、
　前記補正手段により補正された制御値と前記設定手段により設定された制御値との差が
予め定められた値より大きい場合、前記冷却ファンが異常であると判定するための判定手
段とをさらに含む、請求項１～６のいずれかに記載の冷却ファンの制御装置。
【請求項８】
　前記制御装置は、
　前記冷却ファンが予め定められた運転状態になるように、前記冷却ファンの運転状態に
基づいたフィードバック制御により、制御値を補正するための補正手段と、
　前記第１の蓄電機構への充電が開始される前である場合は、前記フィードバック制御に
よる制御値の補正を禁止するための手段と、
　前記第１の蓄電機構への充電が開始される前である場合は、前記設定手段により設定さ
れる制御値とは異なる制御値を設定するための手段とをさらに含む、請求項１～６のいず
れかに記載の冷却ファンの制御装置。
【請求項９】
　前記制御装置は、前記補正手段により補正された制御値と前記設定手段により設定され
た制御値との差が予め定められた値より大きい場合、前記冷却ファンが異常であると判定
するための判定手段をさらに含む、請求項８に記載の冷却ファンの制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　発明は、冷却ファンの制御装置に関し、特に、第１の蓄電機構から電力の供給を受けて
駆動することにより、第２の蓄電機構を冷却する冷却風を発生する冷却ファンを制御する
技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、近年、環境問題対策の一環として、モータからの駆動力を用いて走行可能なハイ
ブリッド車、電気自動車、燃料電池車等が注目されている。これらの車両には、モータに
供給する電力を蓄える二次電池（バッテリ）やキャパシタ（コンデンサ）等の蓄電機構が
搭載されている。バッテリやキャパシタは、充放電に伴い発熱するため、冷却する必要が
ある。
【０００３】
　特開２００５－１８４９７９号公報（特許文献１）は、車内の人の耳に聞こえる騒音を
低下させながら、電池を効率よく冷却して電池の温度障害を有効に防止する車両用の電源
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装置を開示する。特許文献１に記載の電源装置は、複数の電池を備える電池ユニットと、
この電池ユニットに強制送風して電池を冷却する送風ファンと、この送風ファンに供給す
る電力を制御するスイッチング素子と、このスイッチング素子を所定の周期で繰り返しオ
ンオフするファンデューティを変更して送風ファンへの供給電力をＰＷＭ（Pulse Width 
Modulation）のパルス幅でコントロールする制御回路とを含む。制御回路は、電池ユニッ
トの電池温度を温度センサで検出することに加えて、電源装置を搭載する車両から出力さ
れる車速信号を検出して搭載車両の車速を検出し、電池温度と車速の両方を変数としてス
イッチング素子をオンオフするデューティを変更し、電池ユニットの電池温度が高くなり
、あるいは車速が速くなると、スイッチング素子をオンオフするデューティを大きくして
送風ファンに供給する電力が増加するように制御する。
【０００４】
　この公報に記載の電源装置によれば、車速やエンジン回転数によって送風ファンに電力
を供給するスイッチング素子をオンオフに切り換えるデューティが変更される。これによ
り、車速やエンジン回転数が上がり、騒音が大きくなる状態で、送風ファンに電力を供給
するスイッチング素子をオンオフするデューティを大きくして送風ファンを速く回転させ
ることができる。そのため、ドライバーは送風ファンの運転音を耳ざわりな騒音として聞
くことはない。その結果、車内の人の耳に聞こえる騒音を低下させながら、電池を効率よ
く冷却して、電池の温度障害を有効に防止できる。
【特許文献１】特開２００５－１８４９７９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところが、冷却ファンのデューティ（デューティ比）が同じであれば、常に同じ回転数
で作動するとは限らない。しかしながら、特開２００５－１８４９７９号公報においては
、このような課題に関する開示や示唆は何等ない。そのため、冷却ファンの回転数を精度
よく制御できない場合がある。
【０００６】
　本発明は、上述の課題を解決するためになされたものであって、その目的は、冷却ファ
ンの回転数を精度よく制御することができる冷却ファンの制御装置を提供することである
。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　第１の発明に係る冷却ファンの制御装置は、第１の蓄電機構から電力の供給を受けて駆
動することにより、第２の蓄電機構を冷却する冷却風を発生する冷却ファンを制御する。
この制御装置は、冷却ファンの回転数を制御するための制御手段と、第１の蓄電機構の電
圧を検知するための検知手段と、第１の蓄電機構の電圧に応じて、冷却ファンの回転数を
変化させるための制御値を設定するための設定手段とを含む。
【０００８】
　第１の発明によると、第１の蓄電機構から電力の供給を受けて駆動することにより、第
２の蓄電機構を冷却する冷却風を発生する冷却ファンの回転数が制御される。冷却ファン
の回転数は、制御値を設定することにより制御される。この冷却ファンの回転数は、制御
値以外にも、電源である第１の蓄電機構の電圧（出力電圧）の影響を受けて変動する。た
とえば、第１の蓄電機構の電圧が高い場合は、低い場合に比べて、回転数が高くなる。そ
こで、第１の蓄電機構の電圧（出力電圧）が検知され、この電圧に応じた制御値が設定さ
れる。これにより、冷却ファンの回転数が、第１の蓄電機構の電圧に伴って変動すること
を抑制することができる。そのため、冷却ファンの回転数を精度よく制御することができ
る冷却ファンの制御装置を提供することができる。
【０００９】
　第２の発明に係る冷却ファンの制御装置においては、第１の発明の構成に加えて、第１
の蓄電機構の電圧は、第２の蓄電機構の電圧よりも低い。
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【００１０】
　第２の発明によると、第２の蓄電機構の電圧よりも低い電圧の第１の蓄電機構を電源と
して駆動する冷却ファンにおいて、回転数を精度よく制御することができる。
【００１１】
　第３の発明に係る冷却ファンの制御装置においては、第１または２の発明の構成に加え
て、設定手段は、第１の蓄電機構の電圧に応じた制御値を設定することに加えて、第２の
蓄電機構の残存容量が高いほど、冷却ファンの回転数がより高くなるように、制御値を設
定するための手段を含む。
【００１２】
　第３の発明によると、第２の蓄電機構の残存容量が高いほど、第２の蓄電機構における
発熱量が大きくなるため、冷却ファンの回転数がより高くされる。これにより、第２の蓄
電機構の温度上昇を抑制することができる。
【００１３】
　第４の発明に係る冷却ファンの制御装置においては、第１または２の発明の構成に加え
て、設定手段は、第１の蓄電機構の電圧に応じた制御値を設定することに加えて、第２の
蓄電機構からの入出力電流が高いほど、冷却ファンの回転数がより高くなるように、制御
値を設定するための手段を含む。
【００１４】
　第４の発明によると、第２の蓄電機構からの入出力電流が高いほど、第２の蓄電機構に
おける発熱量が大きくなるため、冷却ファンの回転数がより高くされる。これにより、第
２の蓄電機構の温度上昇を抑制することができる。
【００１５】
　第５の発明に係る冷却ファンの制御装置においては、第１または２の発明の構成に加え
て、設定手段は、第１の蓄電機構の電圧に応じた制御値を設定することに加えて、第２の
蓄電機構の温度と冷却ファンにより送風される冷却風の温度との差が小さいほど、冷却フ
ァンの回転数がより高くなるように、制御値を設定するための手段を含む。
【００１６】
　第５の発明によると、第２の蓄電機構の温度と冷却ファンにより送風される冷却風の温
度との差が小さいほど、冷却風による冷却効率が低くなるため、冷却ファンの回転数がよ
り高くされる。これにより、第２の蓄電機構の温度上昇を抑制することができる。
【００１７】
　第６の発明に係る冷却ファンの制御装置は、第１～５のいずれかの発明の構成に加えて
、第１の蓄電機構の電圧に基づいて、制御値の制限値を設定するための手段をさらに含む
。
【００１８】
　第６の発明によると、冷却ファンの回転数が大きく変動することを抑制するために、制
御値の制限値が設定される。このとき、冷却ファンの回転数は、電源である第１の蓄電機
構の電圧の影響を受けて変動するため、第１の蓄電機構の電圧に基づいて、制御値の制限
値が設定される。これにより、冷却ファンの回転数を精度よく制限することができる。
【００１９】
　第７の発明に係る冷却ファンの制御装置は、第１～６のいずれかの発明の構成に加えて
、冷却ファンが予め定められた運転状態になるように、冷却ファンの運転状態に基づいた
フィードバック制御により、制御値を補正するための補正手段と、補正手段により補正さ
れた制御値と設定手段により設定された制御値との差が予め定められた値より大きい場合
、冷却ファンが異常であると判定するための判定手段とをさらに含む。
【００２０】
　第７の発明によると、冷却ファンが予め定められた運転状態になるように、冷却ファン
の運転状態に基づいたフィードバック制御により、制御値が補正される。これにより、た
とえば冷却ファンの回転数が所望の回転数になるように精度よく制御することができる。
このフィードバック制御により補正された制御値と設定された制御値との差が予め定めら
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れた値より大きい場合、冷却ファンが制御通りに作動していないといえる。そのため、こ
の場合、冷却ファンが異常であると判定される。これにより、冷却ファンの状態を把握す
ることができる。
【００２１】
　第８の発明に係る冷却ファンの制御装置は、第１～６のいずれかの発明の構成に加えて
、冷却ファンが予め定められた運転状態になるように、冷却ファンの運転状態に基づいた
フィードバック制御により、設定手段により設定された制御値を補正するための補正手段
と、第１の蓄電機構に関する予め定められた条件が満たされた場合は、フィードバック制
御による制御値の補正を禁止するための手段と、予め定められた条件が満たされた場合は
、設定手段により設定される制御値とは異なる制御値を設定するための手段とをさらに含
む。
【００２２】
　第８の発明によると、冷却ファンが予め定められた運転状態になるように、冷却ファン
の運転状態に基づいたフィードバック制御により、制御値が補正される。これにより、た
とえば冷却ファンの回転数が所望の回転数になるように精度よく制御することができる。
ところで、冷却ファンの回転数は、電源である第１の蓄電機構の電圧の影響を受けて変動
するため、第１の蓄電機構の電圧が急変すれば、冷却ファンの回転数が急変し得る。この
場合、冷却ファンの運転状態（たとえば回転数）が、変化後の電圧に適した運転状態とは
異なることになるため、フィードバック制御により制御値が補正され、冷却ファンの回転
数が再び急変する。このようにして冷却ファンの回転数が急変を繰返すことを抑制するた
め、第１の蓄電機構に関する予め定められた条件が満たされた場合は、フィードバック制
御による制御値の補正が禁止される。さらに、第１の蓄電機構の電圧に基づいて設定され
た制御値とは異なる制御値が設定される。たとえば、第１の蓄電機構の電圧が急変するこ
とが予測されるような条件が満たされた場合において、フィードバック制御による制御値
の補正が禁止されるとともに、変化後の電圧に対応する制御値が設定される。これにより
、第１の蓄電機構の電圧が急変する前に、変化後の電圧に対応した制御値を維持すること
ができる。そのため、第１の蓄電機構の電圧が急変することにより、冷却ファンの運転状
態（回転数）が急変することを抑制することができる。
【００２３】
　第９の発明に係る冷却ファンの制御装置においては、第８の発明の構成に加えて、定め
られた条件は、第１の蓄電機構への充電が開始される前であるという条件である。
【００２４】
　第９の発明によると、第１の蓄電機構への充電開始時において、第１の蓄電機構の電圧
が急変し得るため、第１の蓄電機構への充電が開始する前において、たとえば、充電開始
後の電圧に対応するように制御値が補正されるとともに、フィードバック制御による制御
値の補正が禁止される。これにより、第１の蓄電機構の電圧が急変する前において、変化
後の電圧に対応した制御値で冷却ファンを作動することができる。そのため、第１の蓄電
機構の電圧が急変することにより、冷却ファンの運転状態（回転数）が急変することを抑
制することができる。
【００２５】
　第１０の発明に係る冷却ファンの制御装置は、第８または９の発明の構成に加えて、制
御装置は、補正手段により補正された制御値と設定手段により設定された制御値との差が
予め定められた値より大きい場合、冷却ファンが異常であると判定するための判定手段を
さらに含む。
【００２６】
　第１０の発明によると、補正手段により補正された制御値と設定手段により設定された
制御値との差が予め定められた値より大きい場合、冷却ファンが制御通りに作動していな
いといえるため、冷却ファンが異常であると判定される。これにより、冷却ファンの状態
を把握することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００２７】
　以下、図面を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明する。以下の説明では、同
一の部品には同一の符号を付してある。それらの名称および機能も同一である。したがっ
て、それらについての詳細な説明は繰返さない。
【００２８】
　＜第１の実施の形態＞
　図１を参照して、本発明の第１の実施の形態に係る冷却ファンの制御装置を搭載した車
両について説明する。この車両は、エンジン１００と、ＭＧ（Motor Generator）（１）
２００と、ＰＣＵ（Power Control Unit）３００と、高圧バッテリ４００と、冷却ファン
４０２と、補機バッテリ４１０と、ＤＣ／ＤＣコンバータ４１２と、ＭＧ（２）５００と
、ハイブリッドＥＣＵ（Electronic Control Unit）６００と、Ａ／Ｃ（Air Conditioner
）＿ＥＣＵ７００と、Ａ／Ｃユニット７０２とを含む。本本発明の実施の形態に係る冷却
ファンの制御装置は、たとえばハイブリッドＥＣＵ６００が実行するプログラムにより実
現される。
【００２９】
　なお、本実施の形態において、車両は、エンジン１００を搭載したハイブリッド車両を
用いて説明するが、ハイブリッド車両の代わりに、燃料電池を搭載した燃料電池車や、電
気自動車などを用いてもよい。
【００３０】
　エンジン１００は、燃料と空気との混合気を燃焼させてクランクシャフト（図示せず）
を回転させ、駆動力を発生する。エンジン１００が発生した駆動力は、動力分割機構１０
２により、２経路に分割される。一方は減速機１０４を介して車輪１０６を駆動する経路
である。もう一方は、ＭＧ（１）２００を駆動させて発電する経路である。
【００３１】
　ＭＧ（１）２００は、動力分割機構１０２により分割されたエンジン１００の駆動力に
より駆動させられ、発電する。ＭＧ（１）２００により発電された電力は、車両の運転状
態や、高圧バッテリ４００のＳＯＣ（State Of Charge）の状態に応じて使い分けられる
。たとえば、通常走行時や急加速時では、ＭＧ（１）２００により発電された電力は、Ｐ
ＣＵ３００を介してＭＧ（２）５００に供給される。
【００３２】
　一方、高圧バッテリ４００のＳＯＣが予め定められた値よりも低い場合、ＭＧ（１）２
００により発電された電力は、ＰＣＵ３００のインバータ３０２により交流電力から直流
電力に変換され、コンバータ３０４により電圧が調整された後、高圧バッテリ４００に蓄
えられる。
【００３３】
　高圧バッテリ４００のＳＯＣは、電流センサ４２０により検知された入力電流および出
力電流に基づいて、ハイブリッドＥＣＵ６００により推定される。なお、ＳＯＣを推定す
る方法は、公知の一般的な技術を利用すればよいため、ここではその詳細な説明は繰返さ
ない。
【００３４】
　高圧バッテリ４００は、複数のバッテリセルを一体化したバッテリモジュールを、さら
に複数直列に接続して構成された組電池である。なお、高圧バッテリ４００の代わりに、
キャパシタ（コンデンサ）を用いてもよい。高圧バッテリ４００は、冷却ファン４０２に
より供給された冷却空気との間で熱交換が行なわれ、冷却される。冷却ファン４０２は、
車室内の空気を高圧バッテリ４００に対して供給する。
【００３５】
　冷却ファン４０２には、高圧バッテリ４００よりも定格電圧が低い補機バッテリ４１０
から電力が供給される。なお、高圧バッテリ４００の定格電圧は、たとえば３００Ｖ程度
であって、補機バッテリ４１０の定格電圧（出力時の定格電圧）は、たとえば１４Ｖ程度
である。冷却ファン４０２は、ハイブリッドＥＣＵ６００によりデューティ制御される。
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すなわち、冷却ファン４０２は、ハイブリッドＥＣＵ６００から冷却ファン４０２へ送信
されるデューティ指令値（冷却ファン４０２に対するデューティ比の指令値）により制御
される。
【００３６】
　ここで、デューティ制御とは、補機バッテリ４１０と冷却ファン４０２との間に設けら
れたスイッチング素子がオンになる比率（デューティ比）を制御することにより、冷却フ
ァン４０２の作動電圧を制御することをいう。したがって、冷却ファン４０２の作動電圧
は、デューティ指令値に対応した電圧になる。
【００３７】
　補機バッテリ４１０には、ＤＣ／ＤＣコンバータ４１２を介して高圧バッテリ４００か
ら電力が供給される。すなわち、高圧バッテリ４００の出力電圧を、ＤＣ／ＤＣコンバー
タ４１２により降圧することにより、補機バッテリ４１０が充電される。補機バッテリ４
１０の電圧は、電圧センサ４１４により検知され、検知結果を表す信号がハイブリッドＥ
ＣＵ６００に送信される。
【００３８】
　なお、補機バッテリ４１０には、たとえば鉛蓄電池が用いられるが、その他、ニッケル
水素電池やリチウム電池等であってもよく、キャパシタ（コンデンサ）等であってもよい
。
【００３９】
　ＭＧ（２）５００は、三相交流回転電機である。ＭＧ（２）５００は、高圧バッテリ４
００に蓄えられた電力およびＭＧ（１）２００により発電された電力の少なくともいずれ
か一方の電力により駆動する。ＭＧ（２）５００の駆動力は、減速機１０４を介して車輪
１０６に伝えられる。これにより、ＭＧ（２）５００は、エンジン１００をアシストして
車両を走行させたり、ＭＧ（２）５００からの駆動力のみにより車両を走行させたりする
。
【００４０】
　車両の回生制動時には、減速機１０４を介して車輪１０６によりＭＧ（２）５００が駆
動させられ、ＭＧ（２）５００が発電機として作動させられる。これによりＭＧ（２）５
００は、制動エネルギを電力に変換する回生ブレーキとして作動する。ＭＧ（２）５００
により発電された電力は、インバータ３０２およびコンバータ３０４を介して高圧バッテ
リ４００に蓄えられる。
【００４１】
　ハイブリッドＥＣＵ６００には、バッテリ温度センサ６０２、車速センサ６０４、クラ
ンクポジションセンサ６０６、回転数センサ（１）６０８および回転数センサ（２）６１
０が接続されている。
【００４２】
　バッテリ温度センサ６０２は、高圧バッテリ４００の温度ＴＢを検出する。車速センサ
６０４は、車輪の回転数を検出する。クランクポジションセンサ６０６は、クランクシャ
フトに設けられたタイミングロータに対向して設けられており、クランクシャフトの回転
数を検出する。回転数センサ（１）６０８は、ＭＧ（１）２００の回転数を検出する。回
転数センサ（２）６１０は、ＭＧ（２）５００の回転数を検出する。
【００４３】
　バッテリ温度センサ６０２、車速センサ６０４、クランクポジションセンサ６０６、回
転数センサ（１）６０８および回転数センサ（２）６１０の検出結果を表す信号は、ハイ
ブリッドＥＣＵ６００に送信される。
【００４４】
　ハイブリッドＥＣＵ６００は、各センサから送信された信号、車両の運転状態、アクセ
ル開度、アクセル開度の変化率、シフトポジション、高圧バッテリ４００のＳＯＣおよび
温度、メモリ６１２に記憶されたマップおよびプログラムなどに基づいて演算処理を行な
う。これにより、ハイブリッドＥＣＵ６００は、車両が所望の運転状態となるように車両
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に搭載された機器類を制御する。
【００４５】
　Ａ／Ｃ＿ＥＣＵ７００には、Ａ／Ｃユニット７０２が接続されている。Ａ／Ｃ＿ＥＣＵ
７００は、車室内温度センサ７０６により検出された車室内温度および乗員により操作さ
れるスイッチ７０８の操作状態に応じて、Ａ／Ｃユニット７０２を制御する。Ａ／Ｃユニ
ット７０２からは、Ａ／Ｃ＿ＥＣＵ７００により設定された吹出し温度の空気が吹出され
る。
【００４６】
　Ａ／Ｃ＿ＥＣＵ７００は、車室内温度に基づいて、Ａ／Ｃファン７０４を駆動させる電
圧を段階的に決定する。Ａ／Ｃファン７０４を駆動させる電圧は、Ａ／Ｃファン駆動段数
を決定することにより決定される。決定されたＡ／Ｃファン駆動段数は、ハイブリッドＥ
ＣＵ６００に送信される。
【００４７】
　車速センサ６０４、クランクポジションセンサ６０６、回転数センサ（１）６０８およ
び回転数センサ（２）６１０から送信された信号、Ａ／Ｃファン駆動段数、補機類の作動
音およびオーディオ(図示せず）の音量などに基づいて、ハイブリッドＥＣＵ６００によ
り車室内における冷却ファン４０２の駆動音以外の騒音（暗騒音）が検出される。暗騒音
は、たとえば予め実験などにより定められたマップにより検出すればよい。
【００４８】
　ハイブリッドＥＣＵ６００は、高圧バッテリ４００の温度ＴＢ、ＳＯＣ、入出力電流、
車室内の温度および暗騒音に基づいて、冷却ファン４０２の風量を示す冷却ファン４０２
のファン駆動段数Ｆを設定する。
【００４９】
　ファン駆動段数Ｆは、高圧バッテリ４００の温度ＴＢが高いほど、より高い段数に設定
される。また、暗騒音が大きいほど、より高い段数に設定される。さらに、高圧バッテリ
４００のＳＯＣや高圧バッテリ４００からの入出力電流が高いほど、より高い段数に設定
される。さらに、車室内の温度（冷却ファン４０２により送風される冷却空気（冷却風）
の温度）と高圧バッテリ４００の温度との差が小さいほど、より高い段数に設定される。
ファン駆動段数Ｆが大きいほど、より高いデューティ指令値が設定される。
【００５０】
　図２に示すように、ファン駆動段数Ｆに対応して、冷却ファン４０２へのデューティ指
令値が補機バッテリ４１０の電圧毎に定められている。冷却ファン４０２を作動させる電
圧は、各デューティ指令値に対応した電圧になる。したがって、冷却ファン４０２の作動
電圧を制御することにより、冷却ファン４０２の風量（回転数）が制御される。なお、冷
却ファン４０２の作動電圧（デューティ指令値）が高いほど、冷却ファン４０２の回転数
が高くなる（風量が多くなる）。なお、図２に示すファン駆動段数Ｆおよび補機バッテリ
４１０は一例であって、これらに限らない。
【００５１】
　図３に示すように、同じファン駆動段数Ｆで比べた場合、補機バッテリ４１０の電圧が
低いほど、デューティ指令値が高くされる。さらに、図３に示すように、ファン駆動段数
Ｆが大きいほど、補機バッテリ４１０の電圧間におけるデューティ指令値の差が大きくな
る。
【００５２】
　冷却ファン４０２は、その回転数から変換される電圧を用いて、フィードバック制御さ
れる。すなわち、冷却ファン４０２の回転数センサ４０４により検知された回転数が、変
換器４０６により電圧に変換される。変換器４０６により変換された電圧を表す信号がハ
イブリッドＥＣＵ６００に送信され、ハイブリッドＥＣＵ６００は、図２に示したマップ
におけるデューティ指令値に対応した電圧（冷却ファン４０２の目標電圧）と、変換器４
０６から送信された電圧とが一致するように、デューティ指令値を補正する。
【００５３】
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　目標電圧よりも、変換器４０６から送信された電圧が高い場合、デューティ指令値が小
さくなるように補正される。目標電圧よりも、変換器４０６から送信された電圧が低い場
合、デューティ指令値が大きくなるように補正される。
【００５４】
　図４を参照して、本実施の形態に係る車両の制御装置においてハイブリッドＥＣＵ６０
０が実行するプログラムの制御構造について説明する。なお、以下に説明するプログラム
は、予め定められた周期毎に繰り返し実行される。
【００５５】
　ステップ（以下、ステップをＳと略す）１００にて、ハイブリッドＥＣＵ６００は、高
圧バッテリ４００の温度ＴＢ、ＳＯＣ、入出力電流、車室内の温度および暗騒音に基づい
て、冷却ファン４０２のファン駆動段数Ｆを設定する。
【００５６】
　Ｓ１０２にて、ハイブリッドＥＣＵ６００は、電圧センサ４１４から送信された信号に
基づいて、補機バッテリ４１０の電圧を検知する。
【００５７】
　Ｓ１０４にて、ハイブリッドＥＣＵ６００は、ファン駆動段数Ｆおよび補機バッテリ４
１０の電圧から、図２に示したマップに基づいて、冷却ファン４０２へのデューティ指令
値を設定する。
【００５８】
　Ｓ１０６にて、ハイブリッドＥＣＵ６００は、設定されたデューティ指令値を冷却ファ
ン４０２に送信する。すなわち、設定されたデューティ指定値で冷却ファン４０２を作動
する。なお、このデューティ指令値は、フィードバック制御により補正される場合もある
。
【００５９】
　以上のような構造およびフローチャートに基づく、本実施の形態に係る制御装置である
ハイブリッドＥＣＵ６００の動作について説明する。
【００６０】
　車両の走行中において、高圧バッテリ４００を冷却するために、高圧バッテリ４００の
温度ＴＢ、ＳＯＣ、入出力電流、車室内の温度および暗騒音に基づいて、冷却ファン４０
２のファン駆動段数Ｆが設定される（Ｓ１００）。
【００６１】
　ところで、同じデューティ指令値で冷却ファン４０２を作動した場合であっても、冷却
ファン４０２の電源である補機バッテリ４１０の電圧が異なれば、冷却ファン４０２に供
給される電力に差が生じるため、冷却ファン４０２の回転数が異なり得る。すなわち、同
じデューティ指令値（デューティ比）で冷却ファン４０２を制御した場合であっても、補
機バッテリ４１０の電圧が高い場合は、低い場合に比べて、冷却ファン４０２の回転数が
高くなり、風量が多くなり得る。この場合、冷却ファン４０２の作動音に対して乗員が不
快感を感じる場合もある。
【００６２】
　そこで、本実施の形態においては、補機バッテリ４１０の電圧に応じてデューティ指令
値を補正するために、電圧センサ４１４から送信された信号に基づいて、補機バッテリ４
１０の電圧（出力電圧）が検知される（Ｓ１０２）。
【００６３】
　この電圧（補機バッテリ４１０の電圧）と、設定されたファン駆動段数Ｆから、図２に
示したマップに基づいて、冷却ファン４０２へのデューティ指令値が設定され（Ｓ１０４
）、設定されたデューティ指定値で冷却ファン４０２が作動される（Ｓ１０６）。
【００６４】
　これにより、補機バッテリ４１０の電圧の変化に伴う冷却ファン４０２の回転数の変化
を抑制することができる。
【００６５】
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　以上のように、本実施の形態に係る制御装置であるハイブリッドＥＣＵによれば、冷却
ファンの電源である補機バッテリの電圧に応じたデューティ指令値が設定される。これに
より、補機バッテリの電圧の変化に伴う冷却ファンの回転数の変化を抑制することができ
る。そのため、冷却ファンの回転数を精度よく制御することができる。
【００６６】
　＜第２の実施の形態＞
　以下、本発明の第２の実施の形態について説明する。本実施の形態は、デューティ指令
値の下限値が補機バッテリの電圧に応じて設定される点で、前述の第１の実施の形態と相
違する。その他の構造については、前述の第１の実施の形態と同じである。それらについ
ての機能も同じである。したがって、それらについての詳細な説明はここでは繰返さない
。
【００６７】
　図５に示すように、ハイブリッドＥＣＵ６００は、補機バッテリ４１０の電圧をパラメ
ータとしたマップを用いて、デューティ指令値の下限値を設定する。このマップによれば
、補機バッテリ４１０の電圧が高いほど、デューティ指令値の下限値がより低く設定され
る。
【００６８】
　図６を参照して、本実施の形態に係る制御装置であるハイブリッドＥＣＵ６００が実行
するプログラムの制御構造について説明する。なお、以下に説明するプログラムは、前述
の第１の実施の形態におけるプログラムに加えて実行される。
【００６９】
　Ｓ２００にて、ハイブリッドＥＣＵ６００は、電圧センサ４１４から送信された信号に
基づいて、補機バッテリ４１０の電圧を検知する。
【００７０】
　Ｓ２０２にて、ハイブリッドＥＣＵ６００は、図５に示したマップを用いて、デューテ
ィ指令値の下限値を設定する。
【００７１】
　Ｓ２０４にて、ハイブリッドＥＣＵ６００は、冷却ファン４０２の回転数に基づいたフ
ィードバック制御により補正されたデューティ指令値が下限値よりも大きいか否かを判別
する。フィードバック制御により補正されたデューティ指令値が下限値よりも大きいと（
Ｓ２０４にてＹＥＳ）、処理はＳ２０６に移される。もしそうでないと（Ｓ２０４にてＮ
Ｏ）、処理はＳ２０８に移される。
【００７２】
　Ｓ２０６にて、ハイブリッドＥＣＵ６００は、フィードバック制御により補正されたデ
ューティ指令値を冷却ファン４０２に送信する。すなわち、フィードバック制御により補
正されたデューティ指定値で冷却ファン４０２を作動する。
【００７３】
　Ｓ２０８にて、ハイブリッドＥＣＵ６００は、デューティ指令値の下限値を冷却ファン
４０２に送信する。すなわち、デューティ指令値の下限値で冷却ファン４０２を作動する
。
【００７４】
　以上のような構造およびフローチャートに基づく、本実施の形態に係る制御装置である
ハイブリッドＥＣＵの動作について説明する。
【００７５】
　図７の時間Ｔ（１）に示すように、冷却ファン４０２の実際の回転数が、前述した図２
のマップを用いて設定されたデューティ指令値において期待される回転数（目標回転数）
よりも大きい場合、冷却ファン４０２の作動電圧が高い状態であるため、フィードバック
制御によりデューティ指令値が低くなるように補正される。
【００７６】
　このとき、図７に示すように、デューティ指令値が大きく低下されると、冷却ファン４
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０２の回転数が急低下し得る。冷却ファン４０２が大きく低下すると、フィードバック制
御によりデューティ指令値が大きくなるよう補正され、冷却ファン４０２の回転数がハン
チングし得る。冷却ファン４０２の回転数がハンチングすると、冷却ファン４０２の作動
音が増減を繰り返し、乗員に違和感を与え得る。
【００７７】
　そこで、本実施の形態においては、補機バッテリ４１０の電圧に基づいて、デューティ
指令値の下限値が設定される（Ｓ２０２）。フィードバック制御により補正されたデュー
ティ指令値が下限値よりも大きいと（Ｓ２０４にてＹＥＳ）、このデューティ指令値（フ
ィードバック制御により補正されたデューティ指令値）で冷却ファン４０２が作動される
（Ｓ２０６）。
【００７８】
　一方、フィードバック制御により補正されたデューティ指令値が下限値以下であると（
Ｓ２０４にてＮＯ）、デューティ指令値の下限値で冷却ファン４０２が作動される（Ｓ２
０８）。これにより、図８に示すように、冷却ファン４０２の回転数が必要以上に低下す
ることを抑制することができる。そのため、冷却ファン４０２の回転数がハンチングする
ことを抑制することができる。
【００７９】
　以上のように、本実施の形態に係る制御装置であるハイブリッドＥＣＵによれば、補機
バッテリの電圧に基づいて、デューティ指令値の下限値が設定される。これにより、冷却
ファンの回転数が必要以上に低下することを抑制することができる。そのため、冷却ファ
ンの回転数に基づいたフィードバック制御により、冷却ファンの回転数がハンチングする
ことを抑制することができる。
【００８０】
　なお、デューティ指令値の下限値の代わりにもしくは加えて、上限値を設定するように
してもよい。
【００８１】
　＜第３の実施の形態＞
　以下、本発明の第３の実施の形態について説明する。本実施の形態は、冷却ファン４０
２の回転数に基づいたフィードバック制御により補正されたデューティ指令値に基づいて
、冷却ファン４０２が異常であるか否かを判定する点で、前述の第１の実施の形態および
第２の実施の形態と相違する。その他の構造については、前述の第１の実施の形態および
第２の実施の形態と同じである。それらについての機能も同じである。したがって、それ
らについての詳細な説明はここでは繰返さない。
【００８２】
　図９を参照して、本実施の形態に係る制御装置であるハイブリッドＥＣＵ６００が実行
するプログラムの制御構造について説明する。なお、以下に説明するプログラムは、前述
の第１の実施の形態および第２の実施の形態におけるプログラムに加えて実行される。
【００８３】
　Ｓ３００にて、ハイブリッドＥＣＵ６００は、前述した図２に示したマップを用いてフ
ァン駆動段数Ｆおよび補機バッテリ４１０の電圧から設定されたデューティ指令値と、フ
ィードバック制御により補正されたデューティ指令値との偏差の絶対値を算出する。
【００８４】
　Ｓ３０２にて、ハイブリッドＥＣＵ６００は、偏差の絶対値がしきい値よりも大きいか
否かを判別する。偏差の絶対値がしきい値よりも大きいと（Ｓ３０２にてＹＥＳ）、処理
はＳ３０４に移される。もしそうでないと（Ｓ３０２にてＮＯ）、処理はＳ３０６に移さ
れる。
【００８５】
　Ｓ３０４にて、ハイブリッドＥＣＵ６００は、冷却ファン４０２が異常であると判定す
る。Ｓ３０６にて、ハイブリッドＥＣＵ６００は、冷却ファン４０２が正常であると判定
する。
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【００８６】
　以上のような構造およびフローチャートに基づく、本実施の形態に係る制御装置である
ハイブリッドＥＣＵ６００の動作について説明する。
【００８７】
　冷却ファン４０２の作動中において、ファン駆動段数Ｆおよび補機バッテリ４１０の電
圧から設定されたデューティ指令値と、フィードバック制御により補正されたデューティ
指令値との偏差の絶対値が算出される（Ｓ３００）。
【００８８】
　図１０に示すように、偏差の絶対値がしきい値よりも大きいと（Ｓ３０２にてＹＥＳ）
、ファン駆動段数Ｆおよび補機バッテリ４１０の電圧から設定されたデューティ指令値に
応じた回転数で冷却ファン４０２が作動していない状態であるといえる。すなわち、冷却
ファン４０２は、制御通りに作動していない状態であるといえる。
【００８９】
　この場合、冷却ファン４０２が異常であると判定される（Ｓ３０６）。一方、偏差の絶
対値がしきい値以下であると（Ｓ３０４にてＮＯ）、冷却ファン４０２が正常であると判
定される（Ｓ３０６）。
【００９０】
　このとき、補機バッテリ４１０の電圧に基づいて設定されるデューティ指令値を基準と
して、冷却ファン４０２の以上の有無が判定される。そのため、補機バッテリ４１０の電
圧による冷却ファン４０２の回転数差を考慮して異常の有無を判定することができる。そ
のため、冷却ファン４０２の異常の有無を精度よく判定することができる。
【００９１】
　以上のように、本実施の形態に係る制御装置であるハイブリッドＥＣＵによれば、補機
バッテリの電圧に基づいて設定されるデューティ指令値とフィードバック制御により補正
されたデューティ指令値との偏差の絶対値に基づいて、冷却ファンの異常の有無が判定さ
れる。これにより、冷却ファンの電源である補機バッテリの電圧による冷却ファンの回転
数差を考慮して異常の有無を判定することができる。そのため、冷却ファンの異常の有無
を精度よく判定することができる。
【００９２】
　＜第４の実施の形態＞
　以下、本発明の第４の実施の形態について説明する。本実施の形態は、（システムの電
源がオンにされた後であって、）補機バッテリ４１０への充電が開始される前において、
デューティ指令値が低く設定されるとともに、フィードバック制御によるデューティ指令
値の補正が禁止される点で、前述の第１～第３の実施の形態と相違する。その他の構造に
ついては、前述の第１～第３の実施の形態と同じである。それらについての機能も同じで
ある。したがって、それらについての詳細な説明はここでは繰返さない。
【００９３】
　図１１を参照して、本実施の形態に係る制御装置であるハイブリッドＥＣＵ６００が実
行するプログラムについて説明する。なお、以下に説明するプログラムは、前述の第１の
実施の形態におけるプログラムの代わりに実行される。前述の第１の形態におけるプログ
ラムと同じ処理については、同じステップ番号を付してある、それらについての機能につ
いても同じである。したがって、ここではその詳細な説明は繰返さない。
【００９４】
　Ｓ４００にて、ハイブリッドＥＣＵ６００は、補機バッテリ４１０への充電が開始され
る前（充電停止中）であるか否かを判別する。補機バッテリ４１０への充電が開始される
前であると（Ｓ４００にてＹＥＳ）、処理はＳ４０２に移される。もしそうでないと（Ｓ
４００にてＮＯ）、処理はＳ４０４に移される。
【００９５】
　Ｓ４０２にて、ハイブリッドＥＣＵ６００は、前述した図２に示したマップを用いてフ
ァン駆動段数Ｆおよび補機バッテリ４１０の電圧から設定されたデューティ指令値よりも
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予め定められた値だけ低いデューティ指令値を冷却ファン４０２に送信するとともに、フ
ィードバック制御によるデューティ指令値を禁止する。このとき、充電が開始された後に
おける補機バッテリ４１０の電圧に応じたデューティ指令値が冷却ファン４０２に送信さ
れる。
【００９６】
　Ｓ４０４にて、ハイブリッドＥＣＵ６００は、ファン駆動段数Ｆおよび補機バッテリ４
１０の電圧から設定されたデューティ指令値を冷却ファン４０２に送信するとともに、フ
ィードバック制御によるデューティ指令値を許可する。
【００９７】
　以上のような構造およびフローチャートに基づく、本実施の形態に係る制御装置である
ハイブリッドＥＣＵ６００の動作について説明する。
【００９８】
　図１２の時間Ｔ（２）に示すように、補機バッテリ４１０の充電開始時には、補機バッ
テリ４１０の電圧が急上昇する。このとき、冷却ファン４０２の回転数が急上昇し得る。
冷却ファン４０２の回転数が急上昇すると、フィードバック制御によりデューティ指令値
が低下され、冷却ファン４０２が急低下せしめられる。このような回転数の急変化が繰返
されると、冷却ファン４０２の作動音が急変し、乗員に違和感を与え得る。
【００９９】
　そこで、本実施の形態においては、補機バッテリ４１０への充電が開始される前（充電
停止中）であると（Ｓ４００にてＹＥＳ）、ファン駆動段数Ｆおよび補機バッテリ４１０
の電圧から設定されたデューティ指令値よりも予め定められた値だけ低いデューティ指令
値が冷却ファン４０２に送信される（Ｓ４０２）。また、このデューティ指令値（低く設
定されたデューティ指令値）を維持するために、フィードバック制御によるデューティ指
令値が禁止される（Ｓ４０２）。
【０１００】
　これにより、補機バッテリ４１０への充電開始時において電圧が急上昇する前に、予め
デューティ指令値を低くすることができる。そのため、図１３に示すように、補機バッテ
リ４１０への充電開始時において電圧が急上昇した場合において、冷却ファン４０２の回
転数が急上昇することを抑制することができる。
【０１０１】
　補機バッテリ４１０への充電が開始されると（Ｓ４００にてＮＯ）、ファン駆動段数Ｆ
および補機バッテリ４１０の電圧から設定されたデューティ指令値が冷却ファン４０２に
送信されるとともに、フィードバック制御によるデューティ指令値が許可される（Ｓ４０
４）。
【０１０２】
　以上のように、本実施の形態に係る制御装置に係る制御装置であるハイブリッドＥＣＵ
によれば、補機バッテリへの充電開始前において、補機バッテリの電圧に基づいて設定さ
れたデューティ指令値よりも低いデューティ指令値で冷却ファンが作動されるとともに、
フィードバック制御によるデューティ指令値の補正が禁止される。これにより、補機バッ
テリへの充電開始時において電圧が急上昇する前に、予めデューティ指令値を低くするこ
とができる。そのため、補機バッテリへの充電開始時において電圧が急上昇した場合にお
いて、冷却ファンの回転数が急上昇すること（あるいは急上昇後の回転数）を抑制するこ
とができる。
【０１０３】
　なお、本実施の形態においては、補機バッテリ４１０への充電が開始される前、すなわ
ち補機バッテリ４１０の電圧が急上昇する前において、予めデューティ指令値を低く設定
していたが、充電を行なうことができる状態（たとえば高圧バッテリ４００と補機バッテ
リ４１０との間に設けられたリレーがオンになる前において、予めデューティ指令値を低
く設定するようにしてもよい。
【０１０４】



(14) JP 4848780 B2 2011.12.28

10

20

30

40

　また、補機バッテリ４１０の電圧が急低下する前において、予めデューティ指令値を高
く設定するようにしてもよい。
【０１０５】
　さらに、デューティ指令値（デューティ比）の代わりに、その他、補機バッテリ４１０
と冷却ファン４０２との間における抵抗値等を変化させることにより、冷却ファン４０２
の回転数を制御するようにしてもよい。
【０１０６】
　さらに、前述の第１～第４の本実施の形態では動力分割機構１０２によりエンジン１０
０の動力を車軸とＭＧ（１）２００とに分割して伝達可能なシリーズ／パラレル型ハイブ
リッドシステムに適用した例を示した。しかし本発明は、発電機を駆動するためにのみエ
ンジンを用い、発電機により発電された電力を使うモータでのみ車軸の駆動力を発生させ
るシリーズ型ハイブリッド自動車や、モータのみで走行する電気自動車にも適用できる。
【０１０７】
　今回開示された実施の形態は、すべての点で例示であって制限的なものではないと考え
られるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示さ
れ、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図さ
れる。
【図面の簡単な説明】
【０１０８】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る冷却ファンの制御装置を搭載した車両を示す制
御ブロック図である。
【図２】ファン駆動段数Ｆを設定するために用いられるマップを示す図である。
【図３】ファン駆動段数Ｆとデューティ指令値との関係を示す図である。
【図４】本発明の第１の実施の形態においてハイブリッドＥＣＵが実行するプログラムの
制御構造を示すフローチャートである。
【図５】デューティ指令値の下限値を設定するために用いられるマップを示す図である。
【図６】本発明の第２の実施の形態においてハイブリッドＥＣＵが実行するプログラムの
制御構造を示すフローチャートである。
【図７】デューティ指令値の推移を示すタイミングチャート（その１）である。
【図８】デューティ指令値の推移を示すタイミングチャート（その２）である。
【図９】本発明の第３の実施の形態においてハイブリッドＥＣＵが実行するプログラムの
制御構造を示すフローチャートである。
【図１０】冷却ファンが異常である場合において、フィードバック制御により補正された
デューティ指令値を示す図である。
【図１１】本発明の第４の実施の形態においてハイブリッドＥＣＵが実行するプログラム
の制御構造を示すフローチャートである。
【図１２】冷却ファンの回転数の推移を示すタイミングチャート（その１）である。
【図１３】冷却ファンの回転数の推移を示すタイミングチャート（その２）である。
【符号の説明】
【０１０９】
　１００　エンジン、１０２　動力分割機構、１０４　減速機、１０６　車輪、２００　
ＭＧ（１）、３００　ＰＣＵ、３０２　インバータ、３０４　コンバータ、４００　高圧
バッテリ、４０２　冷却ファン、４０４　回転数センサ、４０６　変換器、４１０　補機
バッテリ、４１２　ＤＣ／ＤＣコンバータ、４１４　電圧センサ、４２０　電流センサ、
５００　ＭＧ（１）、６００　ハイブリッドＥＣＵ、６０２　バッテリ温度センサ、６０
４　車速センサ、６０６　クランクポジションセンサ、６０８　回転数センサ（１）、６
１０　回転数センサ（２）、６１２　メモリ、７００　Ａ／Ｃ＿ＥＣＵ、７０２　Ａ／Ｃ
ユニット、７０４　Ａ／Ｃファン、７０６　車室内温度センサ、７０８　スイッチ。
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